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令和３年第10回教育委員会会議 

 

１ 日 時  令和３年６月 29 日（火）13 時 30 分～14 時 40 分 

 

２ 場 所  STV 北２条ビル４階 教育委員会会議室 

 

３ 出席者 

教 育 長          檜 田  英 樹 

委  員          阿 部  夕 子 

委  員          石 井  知 子 

委  員          道 尻  豊 

委  員          中 野  倫 仁 

教育次長          竹 村  真 一 

生涯学習部長        丹 尾  結 子 

生涯学習推進課長      村 上  玄 光 

学校施設担当部長      松 原  和 幸 

学校施設課長        前 田  憲 一 

保健給食課長        大 門  哲 人 

保健係長          中 村  陽 一 

学校教育部長        相 沢  克 明 

教育推進課長        佐々木  薫 

学事係長          茂 木  貴 徳 

児童生徒担当部長      長谷川  正 人 

教職員担当部長       三戸部  文 彦 

総務課長          井 上  達 雄 

庶務係長          松 平  健 次 

書  記          村 上  彰 隆 

 

４ 傍聴者 ２名 

 

５ 議 題 

議案第１号 札幌市教育委員会公印規則の一部を改正する規則案 

議案第２号 札幌市社会教育委員の委嘱又は任命について 
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議案第３号 札幌市立小学校及び中学校通学区域審議会委員の委嘱又は任

命について 

議案第４号 令和３年度札幌市学校給食運営委員会委員の委嘱又は任命に

ついて 

議案第５号 札幌市学校結核対策委員会委員の委嘱又は任命について 

議案第６号 令和３年度札幌市奨学生（継続及び補充採用者）の選定につ

いて 
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【開  会】 

〇檜田教育長 これより、令和３年第 10 回教育委員会会議を開会いたします。 

本日の会議録の署名は、道尻豊委員と中野倫仁委員にお願いいたします。 

なお、佐藤淳委員より、所用により会議を欠席される旨の連絡がございました。 

本日の議案第２号から議案第５号は附属機関の委員の任免に関する事項、議

案第６号は奨学生の選定に関する事項でございます。 

教育委員会会議規則第 14 条第１号及び第３号の規定により、公開しないこと

としたいと存じますが、いかがでしょうか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

〇檜田教育長 それでは、議案第２号から議案第６号は公開しないことといた

します。 

 

【議  事】 

◎議案第１号 札幌市教育委員会公印規則の一部を改正する規則案 

〇檜田教育長 それでは議事に入ります。 

議案第１号、札幌市教育委員会公印規則の一部を改正する規則案です。 

事務局から説明をお願いします。 

 

〇生涯学習部長 議案第１号、「札幌市教育委員会公印規則の一部を改正する規

則案」について御説明いたします。 

「札幌市教育委員会公印規則」は、教育委員会事務局及び委員会の所管する学

校その他の教育機関において使用する公印について定めている規則でございま

す。 

今回の改正は、ひまわり分校及びのぞみ分校の施設内において、学校印及び学

校長印を保管し、使用することができるようにするため、必要な整備を行うもの

です。 

始めに、本市の分校について御説明いたします。 

現在、北海道大学病院内にひまわり分校、札幌市子ども発達支援総合センター

内にのぞみ分校、計２校の分校を設置しています。 

ひまわり分校は幌北小学校及び北辰中学校、のぞみ分校は平岸高台小学校及

び平岸中学校が本校となっております。 

また、分校に校長の配置はなく、各分校に教頭１名を配置し、主に教頭が事務
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を行っております。 

今回の改正の背景でございますが、現行の規則においては、各学校を管理箇所

とする学校印及び学校長印の員数を「各１」としています。 

分校は、単体では学校教育法上、学校といえないことから、各分校の教頭は、

学校印及び学校長印を使用するため必要な都度、これを保管する本校まで足を

運んでいるところでございます。 

つきましては、各分校の施設内においても学校印及び学校長印を保管し、使用

できるようにすることで、業務の効率化を図ることが適当と考え、本案を提出す

るものです。 

それでは、本案の具体の内容について、御説明いたします。 

「新旧対照表」を御覧ください。 

左側が現行規則となっており、各学校を管理箇所とする学校印及び学校長印

の員数を「各１」としております。 

右側が改正規則案となっており、分校を設置する幌北小学校、平岸高台小学校、

北辰中学校及び平岸中学校においては、管理する学校印及び学校長印の員数を

それぞれ「各２」とする旨規定いたします。 

分校を設置する学校に限り、学校印及び学校長印の員数を「各２」と規則改正

することで、そのうちの１個を、本校の一部を組織する分校の施設内で学校印及

び学校長印を保管し、使用することができるものであります。 

説明は以上でございます。 

本案のとおり札幌市教育委員会公印規則を改正してよろしいか、御審議のほ

どよろしくお願い申し上げます。 

 

〇檜田教育長 ありがとうございます。 

事務局の説明に関しまして、御質問、御意見があれば、お願いいたします。 

特によろしいですか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○檜田教育長 それでは、議案第１号については、提案どおり決定させていただ

きます。 

議案第２号から議案第６号につきましては、公開しないことといたします。 

傍聴の方は大変恐縮ですが、退席をお願いいたします。 
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以下 非公開 

〔傍聴者退席〕 

 

 


